
□1  はじめに 

【１】計画の基本理念及び基本目標 

   町民の共通の願いとして、町民の意見などから、計画を推進していくうえでの基本理念

及び基本目標を定めました。 

この基本理念、基本目標のもとに、町民とともに考え、ともに行動しながら、住みよい

みなべ町のまちづくりの実現をめざします。 

 

     みんなでつくる みんなのしあわせ  
 

 

 

 

  
社会福祉法抜粋 
 

（地域福祉の推進） 

第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互

に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、

経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなけれ

ばならない。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地方自治法弟二条弟四項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次

に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しよう

とするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動

を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。 

 １ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

  ２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

  ３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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【２】計画の考え方 

   みなべ町地域福祉計画は 

   「地域に暮らす誰もがしあわせな生活をおくれるように区民・団体・行政の役割と連携

を明確にした、支えあう仕組みをつくる」ための計画です。 

 

■ 策定にあたっての視点 

１ 希薄になった人と人との関係を区民とともに考え、新たな地域の輪をつくる 

２ 必要な人に的確に支援が届く仕組みをつくる 

３ 町民の福祉保健活動の更なる発展と充実のための人材を育成する 

 

 

■ 計画の対象者：「すべての人々」 

高齢者や障がい者など支援を必要とする人やその家族だけでなく「すべての人々」が対

象です。 

 

 

■ 計画の期間：「５年間」（平成２０年度～平成２５年度） 

   必要に応じて見直しを行います。 

 

 

【３】計画の位置づけ 

この計画は、第１次みなべ町長期総合計画（平成１９年度から平成２８年度）を上位計画と

した地域福祉を推進する計画であり、保健福祉分野における各個別計画「高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画」、「障がい者計画」、「次世代育成支援行動計画」、「健康診査等実施計

画」などと整合性を図りながら，これらを地域において総合的に推進するもので，社会福祉法

第107条に基づく市町村地域福祉計画です。 

 また，みなべ町社会福祉協議会（以下「町社会福祉協議会」という。）が策定する自主的な

福祉活動を中心とした行動計画である「地域福祉活動計画」と相互に連携していきます。 
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 みなべ町地域福祉計画（Ｈ２０～２５年度） 

  

 

  

基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

               連   携 

 

 

 

 

障がい者計画（H１８～２０年度） 

健康診査等実施計画（H２０～２４年度） 

第１次 みなべ町長期総合計画（Ｈ１９～２８年度） 

地域福祉を推進するための基本理念 
みんなでつくる みんなのしあわせ 

 
一人ひとりの個性や人間性

を大切にします 
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り、地域のきずなを大切にし

ます 
 
 
安全で安心できる暮らしを

大切にします 

次世代育成支援行動計画（H１７～２１年度）

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

（H１８～２０年度） 

みなべ町社会福祉協議会 

地域福祉活動計画 （策定中） 



【４】計画の構成 

   地域福祉計画は、「全域計画」と「地区別計画」により構成します。 

 

 

みなべ町には３４の自治会がありますが、高齢化や少子化など地区によって差があり、

また、社会的な資源も異なります。計画を町民との協働により着実に実現していくために、

みなべ町全体を対象とした全域計画とあわせ、それぞれの地区の状況に応じた地区別計画

を策定しました。地区別計画は、５地区を単位として、地域の人材と資源を活かした身近

な支えあい活動などを盛り込みました。全域計画は町全体を対象とした町レベルで取り組

む施策や事業を盛り込みました。 
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